
議案第７８号 

鳥取県職員定数条例の一部を改正する条例 

次のとおり鳥取県職員定数条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定により、本議会

の議決を求める。 
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鳥取県職員定数条例の一部を改正する条例 

 

 鳥取県職員定数条例（平成６年鳥取県条例第４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改       正       後 改       正       前 

  

（定数） （定数） 



第２条 職員の定数は、次のとおりとする。 

(１) 知事の事務部局の職員 2,821人 

ア 一般会計支弁に係る職員 2,811人 

イ 略 

(２) 教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関の職員

2,230人 

ア 県立学校の職員 2,029人 

イ 略 

(３) 略 

(４) 監査委員の事務局の職員 12人 

(５)～(７) 略 

(８) 企業局の職員 54人 

(９) 略 

(10) 県費負担教職員 4,019人 

２ 略 

第２条 職員の定数は、次のとおりとする。 

(１) 知事の事務部局の職員 2,817人 

ア 一般会計支弁に係る職員 2,807人 

イ 略 

(２) 教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関の職員

2,228人 

ア 県立学校の職員 2,027人 

イ 略 

(３) 略 

(４) 監査委員の事務局の職員 13人 

(５)～(７) 略 

(８) 企業局の職員 56人 

(９) 略 

(10) 県費負担教職員 4,024人 

２ 略 

  



附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 


